
別紙 

Ⅰ．事業評価総括表 

                                                        （単位：円） 

 

番

号 

 

交付金事業の名称 

 

交付金事業者名又は間接

交付金事業者名 

 

交付金事業に要 

した経費 

 

交付金充当額 

 

備 考 

 

１ 広報・調査等事業 六ヶ所村 ２０，６７９，０９１ ２０，６５５，０００ 

 

（備考） 
事業が二つ以上の場合は必要に応じて欄を設けること。 

 

 



Ⅱ．事業評価個表                                                           

番号 交付金事業の名称 

１ 広報・調査等事業 

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 六ヶ所村 

交付金事業実施場所 六ヶ所村内 ほか 

交付金事業の概要 
六ヶ所村民の原子力・エネルギー施設等に係る理解促進を図るため、以下の事業に交付金を充当します。 

１ 調査事業 ２ 広報事業 ３ 連絡調整事業 

総事業費 

 

 

20,679,091円 

交付金充当額 

うち文部科学省分 

うち経済産業省分 

20,655,000円 

 

20,655,000円 

交付金事業の成果目標 

 本村において、原子燃料サイクル事業は経済の発展や産業の振興を支える中心的な役割を果たしており、

村民の原子力に対する関心は極めて高く、原子力等に関する多様な知識の普及が必要であることから、村民

向けの見学会などの実施により、原子力やエネルギーについての理解促進を図ります。 

交付金事業の成果指標 
 原子力関連施設見学会へ参加した村民へのアンケート結果において、見学会参加前に比べて原子力関連施

設に関する理解が深まったという回答を６割以上得ます。 

交付金事業の成果及び評価 

 見学会実施後のアンケートでは、「親子でエネルギーについて楽しく学ぶことができた」「使用済み核燃料

の地層処分について、今後の動向を興味を持って見ていきたい」（親子見学会）や「原子力発電所において竜

巻や森林火災など、さまざまな災害への対策がしっかりなされていることが分かった」（一般見学会）などの

回答が多数ありました。また全ての見学会アンケートを通して、見学会参加前に比べて原子力関連施設に関

する理解が深まったという回答を９割以上得ることができました。 

これらのことから、エネルギーの大切さと原子力関連施設の現状把握や理解促進に成果が現れているもの

と考えます。 

交付金事業の契約の概要 

 契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額 

消防委員会視察調査バス借上料 随意契約（少額） 青森第一旅行（株） 320,760円 



原子力関連施設立地点調査バス借上料 随意契約（少額） 青森第一旅行（株） 237,600円 

「六ヶ所村原子力施設だより」パンフレット

作成業務委託 
随意契約（少額） 

東奥マイクロシステム株式会社 

六ヶ所支店 
177,120円 

親子対象放射線講座業務委託 随意契約（特命） 
公益財団法人原子力安全技術セ

ンター 
374,276円 

原子力関連施設見学会（千歳平自治会）県内バ

ス借上料 
随意契約（少額） 大泉運輸（株） 110,160円 

原子力関連施設見学会（千歳平自治会）県外バ

ス借上料 
随意契約（少額） 青森第一旅行（株） 351,000円 

原子力関連施設見学会（エネルギーを考える

未来塾）県内バス借上料 
随意契約（少額） 大泉運輸（株） 75,600円 

原子力関連施設見学会（エネルギーを考える

未来塾）県外バス借上料 
随意契約（少額） 青森第一旅行（株） 259,200円 

原子力関連施設親子見学会（１班）県内バス借

上料 
随意契約（少額） 大泉運輸（株） 140,400円 

原子力関連施設親子見学会（１班）県外バス借

上料 
随意契約（少額） 青森第一旅行（株） 378,000円 

原子力関連施設親子見学会（２班）県内バス借

上料 
随意契約（少額） 大泉運輸（株） 140,400円 

原子力関連施設親子見学会（２班）県外バス借

上料 
随意契約（少額） 青森第一旅行（株） 383,400円 

 委員会・国内調査、研修旅費 - 村職員及び村議員 46名 4,566,917円 

その他調査費（資料購入費、雑費） - 原子力文化財団 ほか 555,939円 

見学会参加者旅費 - 村民参加者 123名 12,074,680円 

連絡調整旅費 - 村職員 7名 306,713円 

その他一般事務費（冊子購入費） - ナショナルピーアール㈱ ほか 226,926円 

成果及び評価に係る第三者機関の活用の有無 

 無 



（備考） 
（１）事業ごとに作成すること。 

  （２）番号の欄には、事業評価総括表における番号欄に対応した数を記入すること。 
 （３）交付金事業の成果目標の欄は、発電用施設周辺地域整備法第１条（目的）を踏まえて具体的に記載すること。 
 （４）交付金事業の成果指標の欄は、成果目標を踏まえて定量的な指標を記載すること。 

（５）交付金事業の成果及び評価の欄は、進捗度、利用量並びに効果等をできる限り数値を用いて記載すること。 
（６）交付金事業の契約の概要の欄は、契約件数が二つ以上の場合は必要に応じ欄を設けること。 
（７）成果及び評価に係る第三者機関等の活用の有無の欄については、第三者機関を活用した場合にあっては、第三者機関等の名称及び構成

員等を記載すること。 

 


